
平成30年度介護報酬改定における
各サービス毎の改定事項について

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。
詳細については、関連の告示等を御確認ください。
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１．訪問介護 ⑧共生型訪問介護

ア 共生型訪問介護の基準
共生型訪問介護については、障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に

共生型訪問介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。【省令改正】

イ 共生型訪問介護の報酬
報酬は、以下の基本的な考え方を踏まえて設定する。また、訪問介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たし

た場合に算定できることとする。
（報酬設定の基本的な考え方）

ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。
ⅱ 障害者が高齢者（６５歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、６５歳問題への

対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保する。

概要

○障害福祉制度の居宅介護事業所が、要介護者へのホームヘルプサービスを行う場合
＜現行＞ ＜改定後＞
なし（基本報酬） → 訪問介護と同様（新設）

ただし、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等については、６５歳に至るまでに、
これらの研修修了者に係る障害福祉事業所において障害福祉サービスを利用していた高
齢障害者に対してのみ、サービスを提供できる。この場合には、所定単位数に70／100等
を乗じた単位数（新設）

○障害福祉制度の重度訪問介護事業所が、要介護者へのホームヘルプサービスを行う場合
＜現行＞ ＜改定後＞
なし（基本報酬） → 所定単位数に93／100を乗じた単位数（新設）

ただし、重度訪問介護従業者養成研修修了者等については、６５歳に至るまでに、これ
らの研修修了者に係る障害福祉事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢障
害者に対してのみ、サービスを提供できる。

単位数
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８．通所介護・地域密着型通所介護 ⑨共生型通所介護

ア 共生型通所介護の基準
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービ

スの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。
【省令改正】

イ 共生型通所介護の報酬
報酬は、以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地

域との関わりを持つために地域に貢献する活動（地域の交流の場の提供、認知症カフェ等）を実施している場合
に評価する加算を設定する。また、通所介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に算定でき
ることとする。

（報酬設定の基本的な考え方）
ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。
ⅱ 障害者が高齢者（６５歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、６５歳

問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保
する。

概要

【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 基本報酬 所定単位数に93／100を乗じた単位数（新設）
なし ⇒ 生活相談員配置等加算 13単位／日（新設）

単位数

＜生活相談員配置等加算＞
○ 共生型通所介護事業所について、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交
流の場の提供、認知症カフェ等）を実施していること。

算定要件等
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12．短期入所生活介護 ⑩共生型短期入所生活介護

ア 共生型短期入所生活介護の基準
共生型短期入所生活介護については、障害福祉制度における短期入所（障害者支援施設の併設型及び空床利用

型に限る。）の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられるものとして、
基準を設定する。【省令改正】

イ 共生型短期入所生活介護の報酬
報酬は、以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地

域との関わりを持つために地域に貢献する活動（地域の交流の場の提供、認知症カフェ等）を実施している場合
に評価する加算を設定する。また、短期入所生活介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に
算定できることとする。

（報酬設定の基本的な考え方）
ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。
ⅱ 障害者が高齢者（６５歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、６５歳
問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保
する。

概要

○障害福祉制度の短期入所事業所が、要介護者へのショートステイを行う場合
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 基本報酬 所定単位数に92／100を乗じた単位数（新設）
なし ⇒ 生活相談員配置等加算 13単位／日（新設）

単位数

※介護予防短期入所生活介護を含む

＜生活相談員配置等加算＞
○ 共生型短期入所生活介護事業所について、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動
（地域交流の場の提供、認知症カフェ等）を実施していること。

算定要件等


